
　本誌は、全国民生委員児童委員連合会より、民児協活動の充実に向け、全国の単位民生委員児童委員協議会会長
に向けて発行している情報誌です（無償）。3部をお送りしており、1部は会長用として、他の2部は単位民児協副会長
にご回覧いただく等によりご活用ください。 （市区町村民児協事務局にもお送りしております）
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民
生
委
員
本
来
の
役
割
に
注
力
で
き
る

環
境
づ
く
り
を
考
え
る

● 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
保
険
に
つ
い
て

● 

令
和
６
年
度
　
全
民
児
連
事
業
報
告
お
よ
び
決
算

● 

令
和
６
年
度
　
全
国
民
生
委
員
　
互
助
共
励
事
業
実
績
お
よ
び
決
算
報
告

● 

令
和
８
年
度
　
社
会
福
祉
制
度
・
予
算
・
税
制
等
に
関
す
る
要
望
の
提
出

● 

総
務
省
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
よ
る
証
明
事
務
に
関
す
る
調
査
」
の 

結
果
公
表
と
そ
の
後
の
対
応

in
forma
t
ion

マ
ン
ネ
リ
打
破
！
参
加
し
た
く
な
る
定
例
会
へ
の
試
み 

〜
わ
が
民
児
協
の
取
り
組
み
〜

連  

載

全
民
児
連
の
動
き
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1.
委
員
活
動
と
業
務
負
担
の
現
状
等

⑴
委
員
活
動
を
取
り
巻
く
状
況

　

急
速
な
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口

構
造
の
変
化
、
単
身
世
帯
の
増
加
、
地
域
の
つ
な

が
り
の
希
薄
化
な
ど
、
社
会
構
造
が
大
き
く
変
容

す
る
な
か
で
、
民
生
委
員
に
は
育
児
、
介
護
、
障

が
い
、
貧
困
、
ひ
き
こ
も
り
、
孤
独
・
孤
立
な
ど

複
雑
化
す
る
多
様
な
課
題
へ
の
対
応
や
こ
れ
ら
が

複
合
的
に
絡
み
合
っ
た
困
難
を
抱
え
る
個
人
・
世

帯
へ
の
支
援
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
定
年
の
延
長
や
再
雇
用
、
共
働
き
世
帯

の
増
加
は
、
民
生
委
員
の
な
り
て
確
保
に
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
は
、
令
和
５
年
地

方
分
権
提
案
で
検
討
が
求
め
ら
れ
た
、
な
り
て
の

す
そ
野
を
広
げ
る
た
め
の
選
任
要
件
の
見
直
し

（
具
体
的
に
は
居
住
要
件
の
緩
和
）
を
検
討
す
る

た
め
、
令
和
６
年
に
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

選
任
要
件
に
関
す
る
検
討
会
（
以
下
、
検
討
会
）」

を
開
催
し
ま
し
た
。
検
討
会
に
参
加
し
た
全
民
児

連
か
ら
は
、
居
住
要
件
の
変
更
を
前
提
と
し
た
検

討
会
の
運
営
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
、
欠
員
は
選

任
要
件
で
は
な
く
、
各
自
治
体
で
の
選
任
の
手

順
・
方
法
・
取
り
組
み
と
い
っ
た
運
営
上
の
問
題

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　

同
年
12
月
に
公
表
さ
れ
た
検
討
会
の「
議
論
の
整

理
」で
は
、構
成
員
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見
が
と
り

あ
げ
ら
れ
、担
い
手
確
保
策
に
つ
い
て
引
き
続
き
検

討
を
す
す
め
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
さ
れ
ま
し
た
。

〈
構
成
員
か
ら
の
担
い
手
確
保
に
関
す
る
意
見
〉

〇
多
様
な
推
薦
母
体
の
開
拓
、
確
保

〇�‌

推
薦
プ
ロ
セ
ス
の
各
段
階
に
お
け
る
行
政

機
関
の
主
体
的
関
与

〇�‌

企
業
等
に
就
業
し
て
い
る
者
が
活
動
し
や

す
い
環
境
の
整
備

〇�‌

高
齢
者
世
帯
や
単
身
世
帯
の
増
加
を
踏
ま

え
た
定
数
基
準
の
見
直
し

〇
実
態
に
見
合
っ
た
適
切
な
活
動
費
の
確
保

〇
業
務
負
担
軽
減
と
活
動
環
境
の
整
備
推
進

　

・�‌

協
力
員
や
福
祉
推
進
員
な
ど
の
民
生
委

員
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
者
の
配
置
の

推
進

　

・�‌

業
務
の
棚
卸
し
（
民
生
委
員
が
本
来
行

う
べ
き
業
務
、
民
生
委
員
で
な
け
れ
ば

行
え
な
い
業
務
の
整
理
）

　

・�‌

業
務
省
力
化
に
資
す
る
I
C
T
機
器
の

導
入
や
、
操
作
方
法
に
関
す
る
十
分
な

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ�

な
ど

　

業
務
負
担
軽
減
と
活
動
環
境
の
整
備
推
進
は
、

委
嘱
さ
れ
た
民
生
委
員
に
長
く
活
動
を
続
け
て
も

ら
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
で

ま
ず
は
じ
め
に
、
過
去
に
実
施
し
た
調
査
な
ど
か

ら
民
生
委
員
の
活
動
環
境
の
現
状
を
概
観
し
ま

す
。

民
生
委
員
本
来
の
役
割
に
注
力
で
き
る

�

環
境
づ
く
り
を
考
え
る

　
地
域
生
活
課
題
が
複
雑
化
・
複
合
化
し
、
各
種
福
祉
施
策
が
身
近
な
地
域
で
の
展
開
を
指
向
す
る
な

か
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
民
生
委
員
）
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
期
待

に
応
え
る
た
め
に
も
地
域
の
つ
な
ぎ
役
で
あ
る
民
生
委
員
の
特
性
を
活
か
し
た
本
来
の
役
割
に
注
力
で

き
る
よ
う
、
活
動
の
負
担
軽
減
な
ど
の
環
境
整
備
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
本
特
集
で
は
、
各
民
児
協
で
活
動
内
容
の
見
直
し
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と
し
て
、
特
に
行
政
・
社

協
・
他
団
体
か
ら
協
力
依
頼
の
あ
っ
た
活
動
の
う
ち
、
民
生
委
員
が
担
う
必
要
性
の
低
い
も
の
の
見
直

し
や
、
業
務
の
進
め
方
な
ど
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
現
状
の
デ
ー
タ
と
実
践
事
例
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

特 集
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⑵
負
担
軽
減
が
求
め
ら
れ
る
現
状

　

本
会
が
実
施
し
た
法
定
単
位
民
生
委
員
児
童
委

員
協
議
会
活
動
実
態
調
査
２
０
２
４
（
以
下
、
実

態
調
査
）
の
設
問
「
民
生
委
員
候
補
者
探
し
に
お

い
て
の
課
題
」
で
は
、
５
位
「
民
生
委
員
の
役

割
・
業
務
内
容
が
負
担
で
あ
る
」、
６
位
「
民
生

委
員
の
制
度
や
活
動
内
容
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

住
民
の
理
解
を
得
に
く
い
」、
７
位
「
民
生
委
員

の
業
務
量
が
多
く
負
担
で
あ
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
約

６
割
と
比
較
的
高
い
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
民
生
委
員
の
新
し
い
な
り
て

を
探
し
た
り
、
新
任
委
員
に
長
く
活
動
を
継
続
し

て
も
ら
う
た
め
に
、
環
境
整
備
や
負
担
軽
減
の

ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
「
民
生
委
員
候
補
者
探
し
に
お
い
て
の
課
題
」

を
実
態
調
査
の
別
項
目
「
委
員
活
動
上
の
課
題
」

の
回
答
に
あ
て
は
め
た
の
が
表
２
で
す
。

　

特
に
、
５
位
「
民
生
委
員
の
役
割
・
業
務
内
容

が
負
担
で
あ
る
」
と
７
位
「
民
生
委
員
の
業
務
量

が
多
く
負
担
で
あ
る
」
は
、
委
員
活
動
上
の
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
委
員
活
動
上
の
負
担
は
、
そ
の
種
類

に
よ
っ
て
、①
量
的
負
担
、②
経
済
的
負
担
、③
精

神
的
負
担
の
３
つ
に
大
き
く
分
け
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
（
表
３
）。

表３：委員活動の負担の種類

①量的負担
（
例
）
担
当
世
帯
数
の
多
さ
、
各
種

の
「
充
て
職
」
に
伴
う
諸
会
議
へ
の

参
加
、
行
政
や
社
協
か
ら
の
種
々
の

住
民
へ
の
情
報
提
供
、
調
査
・
状
況

確
認
、
行
事
へ
の
参
加
・
協
力
、
定

例
会
・
研
修
会
へ
の
参
加
な
ど
、
活

動
の
量
的
な
面
で
の
負
担

②経済的負担
（
例
）
訪
問
活
動
に
伴
う
ガ
ソ
リ
ン

代
、
通
信
費
を
は
じ
め
、
全
国
・
県
・

市
町
村
民
児
協
会
費
、
活
動
保
険
料

な
ど
、
実
費
弁
償
費
（
委
員
活
動
費
）

を
超
え
る
活
動
に
伴
う
費
用
負
担

③精神的負担
（
例
）
土
日
・
祝
日
や
夜
間
に
も
寄

せ
ら
れ
る
相
談
や
依
頼
へ
の
対
応
、

制
度
的
な
対
応
が
困
難
な
要
望
や
相

談
へ
の
対
応
、
災
害
時
の
活
動
へ
の

不
安
な
ど
精
神
的
な
負
担

表１：民生委員候補者探しにおいて課題と感じていたこと
　　　（上位 10件、複数回答）
順位 項　目 割合
１ 高齢者の就労率が高くなり適任者を探しにくい 87.3％
２ 地域が高齢化して適任者を探しにくい 78.9％
３ 仕事や介護、育児などの理由で時間的余裕のない人が多い 73.8％

４ 適任者は地域活動で役職を受けており、民生委員を受ける余
裕がない 67.2％

５ 民生委員の役割・業務内容が負担である 64.0％

６ 民生委員の制度や活動内容が知られておらず、住民の理解を
得にくい 61.5％

７ 民生委員の業務量が多く負担である 59.1％
８ 年齢要件がある 58.2％

９ 民生委員の制度や活動内容が知られておらず、自治会・町内
会の理解を得にくい 48.4％

10 市区町村の人口が減少して適任者を探しにくい 48.4％

表２：委員活動上の課題と候補者探しの課題の関係性

項　目
課題と感じて
いる割合
（複数回答）

関係が深い項目（●）
役割・業務
内容が負担

住民の理解
が得にくい

業務量が
多く負担

委員のなりての確保 84.9％ ● ● ●
支援に必要な個人・世帯の情報が提供されない 39.8％ ● ●
住民から正しく理解されていない（給料をもらっ
ている、なんでもやってくれる等の誤解） 34.2％ ● ● ●

会議や研修などに参加する機会が多い 31.3％ ● ●
担当の世帯数が多い 18.2％ ● ●
配布物や調査など、行政からの協力依頼事項が多い 14.5％ ● ●
行政等への協力範囲が広い（福祉だけでなく教育
や保健分野へのかかわりなど） 13.8％ ● ●

担当の地域が広い（移動に時間や費用がかかる） 8.6％ ● ●
配布物や調査など、社協からの協力依頼事項が多い 7.7％ ● ●
配布物や調査など、その他の関係機関からの協力
依頼事項が多い 7.7％ ● ●

援助が困難な場合のつなぎ先がよくわからない 7.2％ ● ●
その他 5.7％
とくになし 2.1％
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⑶
民
生
委
員
活
動
の
実
態
か
ら
み
え
る
こ
と

　

民
生
委
員
活
動
の
実
態
を
示
す
福
祉
行
政
報
告

例
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
度
と
10
年
前
の
平
成
25

年
度
の
実
績
を
比
較
す
る
と
、
民
生
委
員
活
動
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
み
え
て
き
ま
す
。

　

相
談
・
支
援
内
容
を
み
る
と
、「
子
ど
も
の
地

域
生
活
」「
生
活
環
境
」「
日
常
的
な
支
援
」「
そ

の
他
」
の
割
合
が
増
加
し
て
い
ま
す
（
表
４
）。

　

こ
の
う
ち
、「
そ
の
他
」
の
増
加
率
が
一
番
高

い
（
５
・
１
％
）
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
従
来
の

相
談
内
容
で
は
分
類
で
き
な
い
相
談
が
増
え
て
い

る
こ
と
も
、
そ
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
相
談
に
は
、
複
雑

化
・
複
合
化
し
た
地
域
課
題
の
存
在
も
考
え
ら

れ
、
対
応
に
あ
た
っ
て
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
・

調
整
を
含
め
た
連
携
な
ど
の
負
担
も
増
え
て
い
る

こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

本
会
の
実
態
調
査
に
お
い
て
、
行
政
な
ど
か
ら

の
協
力
依
頼
に
つ
い
て
断
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど

う
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
断
っ
た
割
合
は
０
・
３

～
５
・
１
％
と
、
ど
の
関
係
機
関
に
対
し
て
も
協

力
依
頼
が
あ
れ
ば
民
生
委
員
が
断
る
可
能
性
は
低

い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
協
力
依
頼
に
応
え
て
い
る
実
状
が
あ
る

一
方
で
、
表
５
、
６
の
と
お
り
、
依
頼
を
断
ら
ず

協
力
し
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
、
民
生
委
員
が

依
頼
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
ど
う
か
不
明
な
も

の
を
ふ
く
め
、
負
担
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る

状
況
が
見
て
と
れ
ま
す
。

2.
業
務
負
担
軽
減
と
活
動
環
境
の
整
備
推

進
に
必
要
な
取
り
組
み

　

業
務
負
担
軽
減
と
活
動
環
境
の
整
備
推
進
に
つ

い
て
は
、
行
政
な
ど
の
関
係
者
と
と
も
に
民
児
協

と
し
て
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑴
量
的
負
担
へ
の
対
応

①
担
当
世
帯
数
の
多
さ

　

実
態
調
査
で
は
、
担
当
区
域
の
見
直
し
を
実
施

し
た
、
も
し
く
は
検
討
し
た
民
児
協
は
47
・
４
％

あ
り
ま
し
た
。
担
当
区
域
の
割
り
当
て
に
無
理
は

な
い
の
か
民
児
協
と
し
て
確
認
し
、
必
要
に
応
じ

て
担
当
区
域
の
見
直
し
や
、
協
力
員
制
度
な
ど
民

生
委
員
の
活
動
を
支
え
る
仕
組
み
の
導
入
を
行
政

表４：相談・支援内容のうち、割合が
　　　増加している項目

項　目
2013

（平成 25）
年度

2023
（令和５）
年度

子どもの地域生活 8.8% 9.4%

生活環境 4.4% 5.0%

日常的な支援 24.3% 25.5%

その他 24.2% 29.3%

表５：受けた依頼事項に対する負担感

依頼先
大変

負担である
A

少し
負担である

B

負担と感じて
いる割合

A+B
行政の災害担当部局 12.3％ 32.8％ 45.1％
行政の教育担当部局 5.4％ 25.1％ 30.5％
行政の福祉（子ども、障がい、高齢など）部局 8.1％ 31.3％ 39.4％
福祉事務所 7.2％ 27.5％ 34.7％
地域包括支援センター 7.3％ 19.5％ 26.8％
上記以外の行政部局 7.2％ 26.1％ 33.3％
市区町村社会福祉協議会 8.6％ 27.5％ 36.1％
地区社会福祉協議会 10.6％ 26.1％ 36.7％
警察 5.2％ 16.7％ 21.9％
消防 5.3％ 20.6％ 25.9％
保健所・保健センター 4.2％ 19.7％ 23.9％
自治会・町内会 8.4％ 26.1％ 34.5％
選挙管理委員会 13.2％ 24.8％ 38.0％
社会福祉施設・事業所 3.8％ 19.3％ 23.1％
幼稚園・保育所・認定こども園、小中高校、大学 4.3％ 20.5％ 24.8％
消費生活センター 1.7％ 10.9％ 12.6％

表６：  表５で「大変負担である」依頼事項のうち「委
員活動に関係がないと感じている」割合

依頼先 割合
行政の災害担当部局 11.3％
行政の教育担当部局 20.9％
行政の福祉（子ども、障がい、高齢など）部局 27.6％
福祉事務所 25.5％
地域包括支援センター 15.5％
上記以外の行政部局 54.2％
市区町村社会福祉協議会 17.6％
地区社会福祉協議会 17.9％
警察 25.8％
消防 31.7％
保健所・保健センター 17.0％
自治会・町内会 24.2％
選挙管理委員会 87.5％
社会福祉施設・事業所 31.7％
幼稚園・保育所・認定こども園、小中高校、大学 8.4％
消費生活センター 14.3％
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と
交
渉
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

②
「
充
て
職
」
に
伴
う
諸
会
議
へ
の
参
加

③
行
政
や
社
協
か
ら
の
協
力
要
請

　

い
ず
れ
も
、
依
頼
事
項
に
対
す
る
必
要
性
を
再

検
討
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
依
頼
が
多
す

ぎ
る
場
合
に
は
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
も
求
め

ら
れ
ま
す
。
民
生
委
員
へ
の
依
頼
事
項
を
民
児
協

組
織
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
例
え

ば
、
依
頼
の
窓
口
は
委
員
個
人
で
は
な
く
民
児
協

に
統
一
す
る
こ
と
を
徹
底
し
て
、
組
織
と
し
て
回

答
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

〈
証
明
事
務
に
関
す
る
見
直
し
〉

　

令
和
７
年
３
月
28
日
に
総
務
省
行
政
評
価
局
が

公
表
し
た
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
よ
る
証
明

事
務
に
関
す
る
調
査
」
の
結
果
（
詳
細
は
本
号
の

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
参
照
）
で
は
、
り
災

証
明
書
申
請
な
ど
地
方
公
共
団
体
独
自
の
規
程
な

ど
に
基
づ
く
８
つ
の
証
明
事
務
に
つ
い
て
、「
民

生
委
員
に
よ
る
証
明
を
求
め
な
い
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
主
な
代
替
の
確
認
方
法
」
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
を
う
け
て
、
厚
生
労
働
省

は
４
月
23
日
に
事
務
連
絡
を
発
出
し
て
、
民
生
委

員
に
よ
る
証
明
事
務
の
廃
止
や
運
用
の
見
直
し
に

つ
い
て
、
積
極
的
な
検
討
を
地
方
公
共
団
体
に
促

し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
民
生
委
員
の

負
担
軽
減
に
向
け
て
各
自
治
体
に
見
直
し
を
求
め

て
い
く
う
え
で
の
重
要
な
後
押
し
と
な
り
ま
す
。

〈
生
活
福
祉
資
金
調
査
書
に
関
す
る
見
直
し
〉

　

令
和
５
年
地
方
分
権
提
案
に
お
い
て
、
生
活
福

祉
資
金
（
福
祉
資
金
お
よ
び
教
育
支
援
資
金
）
借

入
申
込
に
つ
い
て
、
民
生
委
員
調
査
書
の
廃
止
が

求
め
ら
れ
、「
民
生
委
員
は
社
会
福
祉
協
議
会
か

ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
で
、
協
力
が
可
能
な
と
き

に
調
査
書
の
作
成
・
提
出
を
行
う
こ
と
と
す
る
」

と
し
て
、
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
必
要
な
場
合
に

重
点
化
・
柔
軟
化
す
る
な
ど
の
見
直
し
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

調
査
書
の
作
成
・
提
出
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た

理
由
は
、
委
員
活
動
の
負
担
軽
減
を
図
り
つ
つ

も
、
地
域
で
の
担
当
民
生
委
員
な
ど
に
よ
る
補
助

的
な
関
与
や
つ
な
が
り
を
通
じ
て
貸
付
と
相
談
支

援
を
一
体
的
に
行
う
こ
と
の
意
義
を
ふ
ま
え
た
も

の
で
あ
り
、
関
連
通
知
に
も
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
へ
の
依
頼
事
項
の
量
や
内
容
の
検
証

を
行
い
、
必
要
な
見
直
し
を
働
き
か
け
て
い
く
際

に
、
民
生
委
員
に
真
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た

す
た
め
に
と
い
う
視
点
を
忘
れ
な
い
こ
と
が
必
要

で
す
。

④
定
例
会
・
研
修
会
へ
の
参
加

　

定
例
会
や
研
修
会
は
、
民
生
委
員
が
活
動
す
る

う
え
で
必
要
な
情
報
を
得
た
り
、
民
生
委
員
が
情

報
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
で
す
。
そ
の
意

義
を
各
民
生
委
員
に
充
分
に
伝
え
る
と
と
も
に
、

働
い
て
い
る
方
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
民
生
委
員
の
事

情
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
参
加
し
や
す
い
日
時
や
所
要

時
間
の
調
整
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
活
用
（
オ
ン
ラ
イ

ン
配
信
、
録
画
配
信
）
な
ど
、
参
加
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

欠
席
委
員
へ
の
支
援
（
議
事
録
の
作
成
、 

参
加

委
員
に
よ
る
口
頭
で
の
補
足
説
明
）
を
行
う
な

ど
、
欠
席
し
た
委
員
が
次
の
定
例
会
に
不
安
な
く

参
加
で
き
る
よ
う
な
配
慮
も
重
要
で
す
。

⑵
経
済
的
負
担
へ
の
対
応

　

活
動
に
伴
い
発
生
す
る
費
用
は
、
本
来
全
額
実

費
弁
償
費
（
委
員
活
動
費
）
と
し
て
補
填
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
す
。
物
価
高
騰
の
影
響
に
よ
っ
て
、

自
己
負
担
が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
す

み
や
か
に
行
政
と
交
渉
し
て
適
正
な
活
動
費
の
支

給
を
要
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
委
員
個
々
の
状
況
を
民
児
協
と
し
て
把
握

し
、
根
拠
と
な
る
情
報
や
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

⑶
精
神
的
負
担
へ
の
対
応

①  

土
日
・
祝
日
や
夜
間
の
相
談
な
ど
へ
の
対
応

　

地
域
住
民
か
ら
い
つ
相
談
が
あ
る
か
わ
か
ら
な

い
、
相
談
が
あ
れ
ば
対
応
が
迫
ら
れ
る
民
生
委
員

に
と
っ
て
、
土
日
・
祝
日
な
ど
で
行
政
や
専
門
機

関
に
連
絡
が
と
れ
ず
対
応
に
苦
慮
す
る
よ
う
な
状

況
は
大
き
な
精
神
的
負
担
と
な
り
ま
す
。
土
日
・

祝
日
ふ
く
め
、
部
署
横
断
で
民
生
委
員
か
ら
の
相
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談
に
対
応
で
き
る
体
制
を
作
っ
て
い
る
行
政
も
あ

り
ま
す
。
行
政
と
交
渉
し
て
民
生
委
員
か
ら
の
相

談
に
随
時
対
応
で
き
る
窓
口
を
設
置
す
る
よ
う
求

め
た
り
、
基
本
的
な
対
応
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
整
備
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
民
生
委
員
が
一
人
で
悩
ま
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
支
援
（
先
輩
委
員
に
よ
る
ペ
ア
制

や
コ
ー
チ
制
の
導
入
、
定
例
会
な
ど
を
活
用
し
た

相
談
し
や
す
い
仲
間
づ
く
り
）
を
行
っ
て
い
く
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

②  

制
度
的
な
対
応
が
困
難
な
要
望
や
相
談
へ
の
対

応
　

住
民
の
生
活
課
題
が
複
雑
化
・
多
様
化
す
る
な

か
で
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
か
民
生
委
員

が
悩
む
場
面
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一

人
で
悩
ま
な
い
で
す
む
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
困
っ
た
時
の
相
談
先
を

整
理
し
て
共
有
し
て
お
く
こ
と
や
、
定
例
会
で
対

応
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
負
担
の

軽
減
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
困
っ
た
ら
な
ん
で
も
民
生
委
員
が
対
応

し
て
く
れ
る
と
い
う
誤
解
に
よ
り
、
本
来
民
生
委

員
が
担
う
べ
き
で
は
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
対
応

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
も
各
種
要
望

な
ど
へ
の
つ
な
ぎ
先
を
整
理
し
て
共
有
し
て
お
く

こ
と
も
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

③
災
害
時
の
活
動
へ
の
不
安

　

災
害
発
生
時
は
、
民
生
委
員
も
被
災
者
と
な
り

ま
す
。
自
分
自
身
と
家
族
の
安
全
確
保
を
最
優
先

に
対
処
し
つ
つ
、
委
員
活
動
を
ど
う
展
開
し
て
い

く
の
か
、
民
児
協
と
し
て
ど
う
支
援
・
フ
ォ
ロ
ー

し
て
い
く
か
を
平
時
か
ら
考
え
て
共
有
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

※�‌

全
民
児
連
「
災
害
発
生
時
・
発
災
後
に
お
け
る 

委
員
の
支
援
・
フ
ォ
ロ
ー
の
実
施
に
向
け
た
民

児
協
組
織
の 

機
能
・
役
割
の
発
揮
」
参
照

3.
活
動
環
境
の
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み

紹
介
（
静
岡
市
）

⑴
実
施
経
緯

　

静
岡
市
は
令
和
５
年
５
月
、
地
域
福
祉
の
推
進

や
災
害
時
の
対
応
な
ど
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
民
生
委
員
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
福
祉
の
担

い
手
が
、
住
民
の
抱
え
る
課
題
の
複
雑
化
・
多
様

化
に
伴
い
そ
の
活
動
が
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
現
状

を
ふ
ま
え
、
今
後
も
そ
の
力
を
十
分
に
発
揮
で
き

る
よ
う
、
活
動
環
境
の
整
備
の
推
進
方
策
を
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
静
岡
市
民
生
委
員
・

児
童
委
員
等
の
活
動
環
境
の
整
備
に
関
す
る
検
討

会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

令
和
４
年
12
月
の
一
斉
改
選
時
に
、
民
生
委
員

を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
や
地

域
社
会
の
現
状
を
ふ
ま
え
て
課
題
を
整
理
し
、
今

後
の
民
生
委
員
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
具
体

策
を
次
の
４
つ
に
分
類
し
て
令
和
６
年
３
月
に
と

り
ま
と
め
て
い
ま
す
。

①�‌

活
動
の
量
・
幅
広
さ
へ
の
対
応
策
（
業
務

の
再
検
討
・
簡
素
化
・
効
率
化
）

②�‌

活
動
の
分
か
り
に
く
さ
や
不
安
か
ら
く
る

精
神
的
負
担
へ
の
対
応
策
（
活
動
の
サ

ポ
ー
ト
・
明
確
化
）

③�‌

活
動
の
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
（
周
知
広

報
等
）

④
そ
の
他
（
官
民
連
携
）

⑵
具
体
的
な
取
り
組
み

　

と
り
ま
と
め
た
具
体
策
に
基
づ
く
取
り
組
み
の

一
部
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【
依
頼
事
項
の
要
旨
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
作
成
】

　

民
生
委
員
に
対
し
て
市
や
市
社
協
な
ど
が
協
力

依
頼
を
行
う
際
の
「
要
旨
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」
を
作

成
し
て
、
使
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
依
頼
事
項
が
あ
る
場
合
、
依
頼

者
は
民
児
協
の
三
役
会
や
理
事
会
で
関
係
資
料
を

用
い
て
口
頭
で
説
明
し
、
依
頼
内
容
に
よ
っ
て
は

各
地
区
の
定
例
会
で
会
長
が
民
生
委
員
に
周
知
し

て
い
ま
し
た
が
、
民
生
委
員
に
何
を
求
め
て
い
る

か
不
明
確
な
場
合
が
あ
り
、
依
頼
事
項
が
多
い
と

い
う
印
象
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
要
旨
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」
に
は
、
依
頼
し
た
い



7 View No. 236

特 集

こ
と
を
記
入
す
る
欄
を
設
け
て
お
り
、
こ
れ
を
用

い
て
説
明
す
る
こ
と
で
民
生
委
員
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
理
解
し
や
す
く
な
り
、
活
動
の
し
や

す
さ
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

　

依
頼
者
に
と
っ
て
も
「
要
旨
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」

を
作
成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
依
頼
が
本
当
に
民
生

委
員
に
依
頼
す
る
内
容
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
機

会
に
な
り
、
不
要
な
依
頼
を
整
理
で
き
て
依
頼
件

数
の
削
減
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
導
入
、
研
修
の
再
編
】

　

研
修
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
導
入
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
会
場
で
の
研

修
参
加
の
み
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
後
日
ア
ー
カ

イ
ブ
配
信
さ
れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
を
視
聴
す
る

方
法
を
追
加
し
、
一
部
研
修
に
つ
い
て
参
加
方
法

が
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

参
加
方
法
の
選
択
肢
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て

研
修
に
対
す
る
負
担
を
減
ら
す
こ
と
を
意
識
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
研
修
の
数
に
つ
い
て
も
、
目
的
が
似

通
っ
て
い
る
研
修
の
統
合
を
行
い
、
２
０
２
５
～

２
０
２
７
年
度
を
対
象
と
す
る
「
静
岡
市
民
生
委

員
・
児
童
委
員
人
材
育
成
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
す

る
こ
と
で
、
民
生
委
員
の
経
験
年
数
に
合
わ
せ
た

研
修
の
企
画
・
受
講
な
ど
、
民
生
委
員
の
研
修
を

体
系
的
に
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
研
修
内
容
の
最

適
化
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。

　

く
わ
え
て
、
活
動
中
に
不
安
を
抱
き
や
す
い
個

人
情
報
の
取
り
扱
い
や
守
秘
義
務
を
テ
ー
マ
に
し

た
研
修
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
日
々
の
活
動
の
な

か
で
抱
く
疑
問
を
解
消
で
き
る
内
容
、
実
践
に
活

か
す
こ
と
が
で
き
る
内
容
と
す
る
こ
と
を
意
識
し

て
い
ま
す
。
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
機
関
と
の
連
携
も
後
押

し
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
民
生
委
員
活
動
の
明
確
化
】

　

高
齢
者
実
態
調
査
や
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿

の
取
扱
い
を
含
め
て『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動

の
手
引
き
』
を
改
訂
す
る
予
定
で
す
。
こ
の
改
訂
で

は
、
民
生
委
員
の
活
動
内
容
を
具
体
的
か
つ
分
か

り
や
す
く
整
理
し
、
委
員
が
「
す
べ
て
の
分
野
で
支

援
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
過
度

な
心
理
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

　

民
生
委
員
は
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
子
ど
も
な

ど
幅
広
い
領
域
で
協
力
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
が
、「
見
守
り
」
と
「
専
門
機
関
へ

の
つ
な
ぎ
」
と
い
う
本
来
の
役
割
を
超
え
て
、
日

常
的
な
支
援
ま
で
依
頼
で
き
る
存
在
だ
と
誤
解
さ

れ
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
、
活
動
範
囲
と
役
割
を
明

確
に
示
す
こ
と
で
、
民
生
委
員
が
安
心
し
て
活
動

で
き
る
環
境
を
整
備
し
て
い
き
ま
す
。

【
活
動
周
知
チ
ラ
シ
の
作
成
】

　

民
生
委
員
の
活
動
を
住
民
に
分
か
り
や
す
く
伝

え
ら
れ
る
よ
う
、『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動

紹
介
』
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
新
た
に
作
成
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
「
民
生
委
員
っ
て
何
を

す
る
の
？
」
な
ど
素
朴
な
疑
問
に
答
え
る
ほ
か
、

高
齢
者
等
の
見
守
り
や
訪
問
活
動
な
ど
の
実
例
を

個
人
情
報
を
除
い
て
掲
載
し
、
活
動
の
具
体
像
を

臨
場
感
豊
か
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

地
区
民
児
協
会
長
と
自
治
会
・
町
内
会
長
に
配

布
し
、
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
公
開
す
る

こ
と
で
、
地
域
住
民
が
い
つ
で
も
閲
覧
で
き
る
環

境
を
整
備
し
ま
し
た
。

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
が
、
一
般
的
な
オ
フ
ィ
ス
ソ
フ
ト
を
使

用
し
、
記
事
を
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
配
置
す
る
こ
と

で
、
各
地
区
民
児
協
に
お
い
て
写
真
や
文
章
を
自

由
に
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
民
生
委
員

の
活
動
は
地
域
に
よ
り
特
色
が
あ
る
た
め
、
各
地

域
が
独
自
の
取
組
な
ど
を
盛
り
込
み
「
地
域
版
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
」
と
し
て
発
信
で
き
る
よ
う
設
計

し
、
住
民
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
情
報
提
供
を
可

能
に
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
令
和
７
年
は
民
生
委
員
一
斉
改
選
の
年

で
あ
る
た
め
、
地
域
説
明
会
に
も
活
用
さ
れ
、
住

民
理
解
と
担
い
手
確
保
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

検
討
会
の
報
告
書
は
以
下

よ
り
閲
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

静岡市 HP
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１
．
更
北
地
区
と
民
児
協
の
概
要

　

長
野
市
の
南
部
に
位
置
し
、
か
つ
て
「
川
中
島
の

戦
い
」
の
地
で
あ
っ
た
更
北
（
こ
う
ほ
く
）
地
区

は
、
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
の
長
野
冬
季
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
機
に
、
広
大
な
田
畑
が
宅
地
や
道
路
に
整

備
さ
れ
、
急
激
に
人
口
が
増
え
た
地
区
で
す
。
現
在

の
人
口
は
３
万
３
２
８
４
人
、
世
帯
数
は
１
万
４
４

５
０
世
帯
（
令
和
７
年
５
月
１
日
時
点
）
で
す
。

　

更
北
地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
（
以
下
、

更
北
地
区
民
児
協
）
は
、
４
つ
の
地
区
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
民
生
委

員
）
の
現
員
数
は
56
人
（
う
ち
、
３
人
が
主
任
児
童

委
員
）
で
す
。

２
．
定
例
会
で
の
試
み

　

私
自
身
は
民
生
委
員
が
12
年
目
、
会
長
は
６
年
目

に
な
り
ま
す
が
、
民
生
委
員
活
動
は
出
会
い
と
交
流

を
通
じ
た
「
学
び
の
場
」
で
あ
り
「
自
分
を
成
長
さ

せ
る
場
」
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、「
楽
し

く
記
憶
に
残
る
活
動
を
し
た
い
」
と
つ
ね
に
考
え
て

お
り
、
定
例
会
の
運
営
に
お
い
て
も
そ
の
考
え
を
反

映
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

①
定
例
会
の
雰
囲
気
を
変
え
る

　

更
北
地
区
民
児
協
で
は
、
輪
番
制
の
地
区
が
多
く

１
期
目
の
民
生
委
員
の
割
合
が
高
い
た
め
、
委
員
が

質
問
し
づ
ら
い
雰
囲
気
に
な
ら
な
い
よ
う
会
長
で
は

な
く
副
会
長
が
司
会
進
行
を
行
い
、
誰
も
が
質
問
し

や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
に
努
め
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
会
長
は
、
質
問
へ
の
回
答
を
行
う
役
割
を
担
い

ま
す
。

②
小
中
学
校
と
の
連
携
の
強
化

　

定
例
会
は
２
部
構
成
に
し
て
い
ま
す
。
第
１
部
で

は
、
私
が
会
長
に
な
る
前
か
ら
行
政
や
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
職
員
が
毎
月
出
席
し
て
い
て
、

ケ
ー
ス
会
議
の
際
に
助
言
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
６
（
２
０
２
４
）
年
度
は
、
更
北
地
区
内
に

あ
る
４
つ
の
小
学
校
と
２
つ
の
中
学
校
の
校
長
先
生

に
毎
月
交
代
で
参
加
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
学
校

側
に
民
生
委
員
や
主
任
児
童
委
員
の
活
動
を
知
っ
て

も
ら
い
、
私
た
ち
も
学
校
の
取
り
組
み
を
知
る
こ
と

で
、
学
校
と
連
携
が
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。

③
委
員
同
士
が
会
話
で
き
る
場
を
用
意

　

定
例
会
の
第
２
部
で
は
、
４
つ
の
地
区
ご
と
に
分

か
れ
て
話
し
あ
う
「
地
区
会
」
を
行
っ
て
お
り
、
進

め
方
や
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
会
長
に
任
せ
て
い

ま
す
。

　

第
２
部
の
ね
ら
い
は
、
小
集
団
で
民
生
委
員
同
士

が
し
っ
か
り
会
話
す
る
こ
と
で
す
。
私
が
所
属
す
る

【委員構成】

民生
委員

主任
児童委員

１期目 39人 3人

２期目  8人 0人

３期目  4人 0人

４期目  1人 0人

５期目  0人 0人

６期目  1人 0人

合 計 53人 3人

マ
ン
ネ
リ
打
破
！
参
加
し
た
く
な
る
定
例
会
へ
の
試
み

マ
ン
ネ
リ
打
破
！
参
加
し
た
く
な
る
定
例
会
へ
の
試
み��

～
わ
が
民
児
協
の
取
り
組
み
～

～
わ
が
民
児
協
の
取
り
組
み
～

連載
vol.1

�

長
野
県 

長
野
市
更
北
地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
　
会
長
　
原
　
𠀋
夫

　
定
例
会
は
ど
の
民
児
協
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
内
容
や
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
活
動
内
容

や
地
域
課
題
の
共
有
、
実
践
の
振
り
返
り
や
悩
み
の
相
談
、
今
後
の
対
応
や
取
り
組
み
の
協
議
、
学

習
活
動
、
連
携
促
進
な
ど
、
定
例
会
を
組
織
や
活
動
の
充
実
に
つ
な
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
本
年
度
連
載
（
全
４
回
）
で
は
、
そ
う
し
た
各
地
で
の
定
例
会
の
運
営
上
の
工
夫
を

紹
介
し
ま
す
。
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地
区
会
に
は
23
人
の
民
生
委
員
が
お
り
、
毎
回
５
～

６
人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

の
時
間
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
民
生
委
員
活
動
に
関

す
る
内
容
の
時
も
あ
れ
ば
、
自
身
の
趣
味
に
つ
い
て

話
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
は
、
第
１
部
の
定
例
会
で
も

年
に
数
回
行
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
広
い
地
域
で

の
民
生
委
員
同
士
が
会
話
を
通
じ
て
お
互
い
を
知
る

こ
と
は
、
委
員
活
動
で
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
共
有
で

き
た
り
、
困
っ
た
時
に
相
談
で
き
る
人
が
増
え
た
り

す
る
こ
と
が
活
動
の
原
動
力
に
つ
な
が
る
と
考
え
て

い
ま
す
。　

④
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
と
定
例
会
へ
の
反
映

　

一
斉
改
選
か
ら
半
年
ほ
ど
民
生
委
員
活
動
を
行
っ

た
頃
、
民
生
委
員
へ
の
無
記
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
ま
し
た
（
令
和
２
年
・
５
年
に
実
施
）。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
新
任
委
員
が
「
民
生
委
員
活
動
を

ど
う
感
じ
て
い
る
の
か
」
や
、
経
験
年
数
を
問
わ
ず

委
員
が
「
困
っ
て
い
る
こ
と
」「
疑
問
に
思
っ
て
い

る
こ
と
」
を
把
握
し
て
、
民
児
協
運
営
に
活
か
す
こ

と
が
目
的
で
す
。

　

定
例
会
で
は
、
寄
せ
ら
れ
た
回
答
へ
の
「
説
明
と

今
後
の
対
応
」
を
書
面
で
配
布
す
る
と
と
も
に
、
で

き
る
も
の
か
ら
改
善
・
対
応
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
寄
せ
ら
れ
た
回
答
は
、
私
自
身
も
勉
強
に
な
る

こ
と
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

⑤
そ
の
他

　
「
楽
し
く
記
憶
に
残
る
活
動
」
を
意
識
し
て
、
定

例
会
や
部
会
の
な
か
で
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
競
技
に

も
な
っ
た
ボ
ッ
チ
ャ
体
験
や
障
が
い
の
あ
る
方
に
よ

る
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
、
振
付
師
を
呼
ん
だ
ダ
ン
ス
体

験
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
更
北
地
区
民
児
協
の
事
業
計
画
を
よ
り
身

近
に
考
え
て
も
ら
え
る
よ
う
、
年
度
の
月
間
活
動
計

画
を
隣
り
に
並
べ
て
掲
載
し
、
一
目
で
わ
か
る
紙
に

し
て
配
布
し
て
い
ま
す
。①定例会の様子（第１部）

②定例会の様子（フリートーキング）

３
．
定
例
会
で
の
心
が
け
、
今
後
の
取
り
組
み

　

考
え
方
は
十
人
十
色
で
す
。
自
分
の
主
張
を
押
し

通
す
の
で
は
な
く
、
質
問
時
間
を
設
け
て
「
傾
聴
」

を
心
が
け
、
相
手
の
意
見
も
尊
重
し
な
が
ら
、
一
緒

に
考
え
て
い
く
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
定
例
会
に
お
い
て
出
会
い
と
交
流

を
重
ね
、「
学
び
・
成
長
の
場
」
と
「
楽
し
く
記
憶

に
残
る
活
動
」
を
実
現
で
き
る
よ
う
取
り
組
み
を
す

す
め
て
い
き
ま
す
。

【
定
例
会
基
本
情
報
】

①
開
催
数

　

毎
月
１
回
（
第
２
木
曜
日
）

②
定
例
会
の
構
成

　
【
第
１
部
】（
２
時
間
程
度
）

　
　

→�‌

民
生
委
員
の
歌
斉
唱
、
会
長
挨
拶
、
関

係
機
関
か
ら
の
連
絡
事
項
・
ケ
ー
ス
会

議
、
民
児
協
か
ら
の
確
認
・
連
絡
事

項
、
部
会
・
委
員
会
報
告
、
配
布
物
の

説
明
、
そ
の
他
、（
不
定
期
）
フ
リ
ー

ト
ー
キ
ン
グ
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

　
【
第
２
部
】（
基
本
30
分
程
度
）

　
　

→�‌

４
地
区
に
分
か
れ
て
の
地
区
会

③
民
生
委
員
以
外
の
参
加
者

　
【
毎
月
参
加
】

　
　

→�‌

市
福
祉
政
策
課
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
市

社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
住
民
自
治
協
議
会
、
地
区
内

の
小
・
中
学
校

　
【
不
定
期
参
加
】

　
　

→�‌

配
布
物
が
あ
る
場
合
（
警
察
な
ど
）

④
定
例
会
進
行
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
事
項

　

�‌

他
の
委
員
の
話
は
し
っ
か
り
聞
き
、
批
判
は

し
な
い

⑤
そ
の
他

　

�‌

定
例
会
な
ど
で
の
ダ
ン
ス
体
験

の
様
子
（
動
画
→
）

マンネリ打破！参加したくなる定例会への試み～わが民児協の取り組み～連載
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【
令
和
６
年
度
全
民
児
連　
事
業
報
告
】

　

令
和
６
（
２
０
２
４
）
年
度
は
、
⑴
活
動
環
境

の
整
備
と
委
員
活
動
へ
の
包
括
支
援
・
改
善
、
⑵
こ

ど
も
家
庭
政
策
の
課
題
と
児
童
委
員
、
主
任
児
童

委
員
の
連
携
・
活
動
強
化
に
つ
い
て
、
⑶
『
地
域

共
生
社
会
』
の
実
現
に
向
け
た
地
域
づ
く
り
の
推

進
、
⑷
災
害
へ
の
備
え
と
被
災
地
民
児
協
支
援
の

４
つ
の
重
点
に
基
づ
き
事
業
を
行
い
ま
し
た
。

1.
重
点
事
業
（
抜
粋
）

⑴  

活
動
環
境
の
整
備
と
委
員
活
動
へ
の
包
括
支

援
・
改
善

・�‌

市
区
町
村
民
児
協
活
動
実
態
調
査
や
令
和
４

（
２
０
２
２
）
年
12
月
の
一
斉
改
選
結
果
分

析
を
ふ
ま
え
た
課
題
整
理
、
厚
生
労
働
省
、

こ
ど
も
家
庭
庁
等
に
対
す
る
、
活
動
環
境
の

改
善
・
整
備
に
か
か
る
要
望
活
動
の
実
施

・�‌

令
和
７
（
２
０
２
５
）
年
12
月
の
一
斉
改
選

に
向
け
た
な
り
て
確
保
の
た
め
、
都
道
府

県
・
指
定
都
市
お
よ
び
市
町
村
段
階
の
民
児

協
と
し
て
の
取
り
組
み
推
進
の
呼
び
か
け
依

頼
と
全
民
児
連
と
し
て
の
各
種
広
報
活
動
の

展
開

・�‌

厚
生
労
働
省
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
選

任
要
件
に
関
す
る
検
討
会
」
に
参
画
し
、
居

住
要
件
の
緩
和
に
よ
り
委
員
活
動
の
本
質
が

変
容
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
表
明
。
最
終
報

告
に
本
会
の
意
見
が
お
お
む
ね
反
映
さ
れ
た

　
⑵  

こ
ど
も
家
庭
政
策
の
課
題
と
児
童
委
員
、
主
任

児
童
委
員
の
連
携
・
活
動
強
化
に
つ
い
て

・�‌「
主
任
児
童
委
員
制
度
創
設
30
周
年
を
迎
え

た
制
度
・
活
動
の
振
り
返
り
と
今
後
の
活
動

推
進
に
つ
い
て
（
中
間
報
告
）」
の
周
知
と

主
任
児
童
委
員
・
児
童
委
員
に
関
す
る
組
織

内
外
の
連
携
強
化
を
中
心
と
し
た
取
り
組
み

の
推
進
、「
制
度
創
設
30
年
を
経
た
主
任
児

童
委
員
さ
ら
な
る
活
動
推
進
に
向
け
て
（
最

終
報
告
）」
の
と
り
ま
と
め

・�‌

令
和
６
年
４
月
の
改
正
児
童
福
祉
法
施
行
に

伴
う
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
活
動
へ
の

影
響
と
、
こ
ど
も
家
庭
庁
に
よ
る
こ
ど
も
家

庭
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
情
報

収
集
、
必
要
に
応
じ
た
対
応
の
実
施

・�

こ
ど
も
家
庭
庁
成
育
局
長
、
厚
生
労
働
省
社

会
・
援
護
局
長
、
全
民
児
連
に
よ
る
三
者
協

議
の
開
催
（
令
和
７
年
１
月
16
日
）

⑶  

「
地
域
共
生
社
会
」
の
実
現
に
向
け
た
地
域
づ

く
り
の
推
進

・�‌

い
わ
ゆ
る
「
２
０
２
５
年
問
題
」
に
つ
い
て

の
実
態
把
握
、
機
関
紙
編
集
委
員
会
に
お
け

る
企
画
立
案
へ
の
情
報
共
有
な
ど
の
実
施

・�‌「
孤
独
・
孤
立
対
策
強
化
月
間
」
に
お
け
る

全
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
浸
透
、
推
進
に
向
け

て
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
全
社
協
（
社
協
）、

全
民
児
連
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
た
広
報
な

ど
の
取
り
組
み
推
進
の
呼
び
か
け

・�‌

令
和
７
年
度
の
全
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
に

向
け
て
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
に

対
し
て
官
民
連
携
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の

加
入
や
対
策
強
化
月
間
の
取
り
組
み
登
録
、

関
係
機
関
と
の
連
携
の
再
確
認
の
呼
び
か
け

令
和
６
年
度
　
全
民
児
連
事
業
報
告
お
よ
び
決
算

　
６
月
２
日
に
開
催
し
た
「
令
和
７
年
度
第
１
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連

合
会
評
議
員
会
」
で
承
認
さ
れ
た
令
和
６
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
決
算
を
報
告

し
ま
す
。
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⑷
災
害
へ
の
備
え
と
被
災
地
民
児
協
支
援

・�‌
大
規
模
災
害
被
災
地
の
民
児
協
へ
の
訪
問
・

聞
き
取
り
な
ど
か
ら
把
握
し
た
課
題
や
、
評

議
員
セ
ミ
ナ
ー
で
の
評
議
員
に
よ
る
協
議
内

容
を
も
と
に
し
た
、『
災
害
発
生
時
・
発
災

後
に
お
け
る
委
員
の
支
援
・
フ
ォ
ロ
ー
の
実

施
に
向
け
た
民
児
協
組
織
の
機
能
・
役
割
の

発
揮
』
の
作
成

・�‌

長
期
的
な
復
旧
・
復
興
支
援
に
あ
た
っ
て
い

る
被
災
地
民
児
協
の
支
援
と
風
化
防
止
の
継

続
的
な
取
り
組
み
の
実
施

2.
各
部
会
の
取
り
組
み
（
抜
粋
）

⑴
総
務
部
会

①
第
93
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
大
会
（
宮

崎
県
）
の
開
催

【
日
時
】
令
和
６
年
11
月
20
日
～
21
日

【
参
加
人
数
】
２
７
３
９
人

②
持
続
可
能
な
全
国
大
会
の
あ
り
方
の
検
討

・�‌

全
国
大
会
を
全
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
開

催
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
の
検
討
と
整
理

③
制
度
創
設
１
１
０
周
年
を
見
据
え
た
検
討

・�‌

中
長
期
的
視
点
か
ら
の
組
織
体
制
を
含
め
た

意
思
決
定
の
あ
り
方
や
、
財
政
健
全
化
の
検

討
と
具
体
化

・�‌「
民
生
委
員
制
度
創
設
１
１
０
周
年
記
念
事

業 

企
画
推
進
委
員
会
」
の
開
催
。
制
度
創

設
１
１
０
周
年
記
念
事
業
の
基
本
方
針
や
事

業
項
目
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討

④
「
被
災
地
民
児
協
支
援
金
」
な
ど
に
よ
る
災

害
被
災
地
へ
の
支
援

・�‌「
義
援
金
」
な
ど
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
の

名
称
変
更
（「
支
援
募
金
」
→
「
支
援
金
」）

・
被
災
地
民
児
協
支
援
金
の
支
給

　

計
６
７
５
万
円
（
６
災
害
９
県
市
民
児
協
）

・�‌

ヒ
ア
リ
ン
グ
・
現
地
視
察　

３
県
市

⑵
地
域
福
祉
推
進
部
会

①
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
環
境
整
備

・�‌

全
社
協
福
祉
懇
談
会
な
ど
で
の
要
望
書
の
提

出
・�‌

厚
生
労
働
省
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
選

任
要
件
に
関
す
る
検
討
会
」
へ
の
対
応

・�‌
活
動
記
録
の
見
直
し
の
た
め
の
作
業
委
員
会

の
設
置
。
分
類
表
１
・
２
に
記
載
さ
れ
て
い

る
例
示
と
具
体
例
の
更
新

②
「
地
域
共
生
社
会
」
の
実
現
に
向
け
た
実
態

把
握
と
課
題
提
起

③
民
児
協
活
動
実
態
調
査
の
実
施

・�‌

単
位
民
児
協
活
動
実
態
調
査
２
０
２
４
の
回

答
の
集
計
・
分
析
、
報
告
書
の
公
表

・�‌「
民
生
委
員
制
度
創
設
１
０
０
周
年
活
動
強

化
方
策
」
策
定
方
法
の
解
説
動
画
の
作
成

⑶
児
童
委
員
活
動
推
進
部
会

①
こ
ど
も
家
庭
庁
発
足
後
の
対
応
な
ど

②
「
制
度
創
設
30
年
を
経
た
主
任
児
童
委
員
さ

ら
な
る
活
動
推
進
に
向
け
て
（
最
終
報
告
）」

の
と
り
ま
と
め
な
ど

③
全
国
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
活
動
研
修

会
の
実
施

　
　
【
日
時
】
令
和
６
年
８
月
22
日
～
23
日

　
　

�‌【
参
加
人
数
】
延
べ
４
７
７
人
（
内
訳
：
対

面
１
５
２
名
、
オ
ン
ラ
イ
ン
３
２
５
名
）

⑷
広
報
・
研
修
部
会

①
委
員
活
動
推
進
の
た
め
の
環
境
整
備

・�‌

機
関
紙
『
ひ
ろ
ば
』
情
報
誌
『
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
』

の
定
期
発
行
に
よ
る
委
員
活
動
推
進
の
た
め

の
情
報
提
供

②
社
会
的
認
知
を
高
め
、
関
心
を
広
げ
る
た
め

の
普
及
啓
発

・�‌

民
生
委
員
･
児
童
委
員
の
日
・
活
動
強
化
週

間
の
各
地
の
取
り
組
み
の
発
信
（
全
民
児
連

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
、
厚
労
省
プ
レ
ス

リ
リ
ー
ス
へ
の
発
信
）
な
ど

・�‌

広
報
支
援
ツ
ー
ル
の
提
供
や
Ｐ
Ｒ
グ
ッ
ズ
の

頒
布

・�‌

Ｗ
Ｅ
Ｂ
や
ラ
ジ
オ
、
新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ

に
よ
る
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
や

り
が
い
や
魅
力
の
周
知　
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・�‌

新
任
候
補
者
向
け
説
明
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル　

③
研
修
実
施
方
法
の
決
定

・�‌

オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
方
式
の
導
入
（
令
和
６
年

度　

全
国
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
活
動

研
修
会
）

④
評
議
員
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施

　
　
【
日
時
】
令
和
６
年
９
月
27
日

　
　
【
参
加
人
数
】
62
名

⑤
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
の
実
施

【
日
時
】
令
和
６
年
10
月
17
日
～
18
日

【
参
加
人
数
】
１
５
４
人

⑥
全
国
民
生
委
員
指
導
者
研
修
会
（
第
34
回
民

生
委
員
大
学
の
実
施

【
日
時
】
令
和
７
年
２
月
５
日
～
７
日

【
参
加
人
数
】
１
０
６
人

3.
各
委
員
会
の
開
催

⑴
機
関
紙
編
集
委
員
会

　

�‌

機
関
紙
『
ひ
ろ
ば
』
情
報
誌
『
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
』
を

通
じ
た
情
報
提
供
の
充
実
を
図
る
た
め
の
検
討

⑵
人
権
・
同
和
に
関
す
る
特
別
委
員
会

①
機
関
紙
『
ひ
ろ
ば
』
へ
の
連
載
（「
知
っ
て
お

き
た
い
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」）、
全
国
大
会
、
各

種
研
修
会
な
ど
で
の
人
権
関
係
資
料
の
配
布

②
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
事
務
局
会
議

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
人
権
課
題
に
対
す
る
取

り
組
み
の
集
約
。
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市

民
児
協
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

⑶
表
彰
審
査
委
員
会

①
各
種
表
彰
の
被
表
彰
者
の
決
定

②
退
任
委
員
へ
の
表
彰
の
実
施

⑷
公
務
審
査
委
員
会

①
委
員
活
動
中
に
起
因
す
る
死
亡
、
傷
害
、
疾

病
に
か
か
る
公
務
給
付
審
査
の
実
施

令和６年度全民児連　決算の概要

【特別事業会計①（特別事業資金事業）】
	不測の事態により分担金収入が見込めない場合などに備えた「運営資金積立事業」
と、110周年記念事業等に向けた「特別事業資金事業」により構成している。

	一般会計から 110周年記念事業等に向けた積立金 1,000万円を「特別事業資金」に
繰り入れた。

	110周年記念事業の準備を開始したため、発生費用 121万 5,392円を一般会計へ繰り
入れた。

【特別事業会計②（被災地民児協支援金）】
	令和６年度は 1,431万 6,294円の募金が集まった。運営要綱に基づき、被災地での
住民支援の初動活動に要する経費などの助成および被災委員への見舞金などを実施
した。（令和６年度に災害救助法が適用された市町村が属する延べ９県・市民児協へ
の一次支援金および被災委員への見舞金など、計 675万円を送金した。

	残金はすべて次年度に繰り越す。

【一般会計】
	収入１億9,326万8,706円、支出は１億8,495万6,953円となり内訳は以下のとおり。

収入 支出
１億 9,326万 8,706円 １億 8,495万 6,953円

〈内訳〉 〈内訳〉
会費収入 84.3% 人件費 19.9%
参加費収入 7.0% 事務費 16.1%
頒布収入 6.9% 事業費（大会除く） 30.1%
その他の収入 1.1% 全国大会費 21.2%
特別事業資金会計取崩 0.6% 販売原価支出 3.2%

分担金、助成金、負担金 3.4%

※   構成比は小数点以下第 2位を四捨五入
しているため、合計しても必ずしも
100とはならない

その他支出 0.04%
補助事業会計繰入 0.6%
特別事業繰入 5.4%
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1.
互
助
事
業
の
実
施

○
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
中
の
事
故
な
ど

に
対
す
る
「
公
務
給
付
」
と
活
動
中
以
外
の
「
一

般
給
付
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

2.
共
励
事
業
の
実
施

　

委
員
活
動
の
推
進
、
研
鑽
に
資
す
る
事
業
を
、

中
央
（
全
社
協
）
と
地
方
（
都
道
府
県
・
指
定
都

市
社
協
、
民
児
協
）
で
実
施
し
ま
し
た
。

⑴
中
央
共
励
事
業

　

①
民
児
協
活
動
強
化
推
進
事
業
の
実
施

　

・�‌

新
規
申
請
が
２
件
あ
り
、
専
門
委
員
会
を
１

回
開
催
し
て
審
査
を
行
い
、
滋
賀
県
に
助
成

金
を
交
付
し
た
。

　

②
資
料
な
ど
の
作
成

　

・�‌

機
関
紙
『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
ひ
ろ
ば
』

　

・『
民
生
委
員
児
童
委
員
必
携　

第
69
集
』

　

・�‌『
２
０
２
５
年
度
版 

民
生
委
員
・
児
童
委
員

活
動
記
録
』

　

③�‌

ブ
ロ
ッ
ク
別
民
生
委
員
・
児
童
委
員
関
係
事

業
会
議
へ
の
協
力
（
全
国
７
ブ
ロ
ッ
ク
へ
総

額
３
３
５
万
円
を
助
成
）

⑵
地
方
共
励
事
業
の
実
施

　

①�

事
業
費
の
助
成
（
64
都
道
府
県
・
指
定
都
市

に
対
し
約
１
９
４
８
万
円
）

　

②�‌
指
定
民
児
協
育
成
事
業
へ
の
助
成
（
44
都
道

府
県
・
指
定
都
市
に
対
し
約
５
１
０
万
円
）

　

③�‌

相
談
に
関
す
る
研
修
会
へ
の
助
成
（
35
都
道

府
県
・
指
定
都
市
に
対
し
４
０
５
万
円
）

　
　

�‌

※
別
途
、
67
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協

へ
事
務
費
助
成
金
と
し
て
約
６
９
６
４
万
円

を
送
付
し
た
。

⑶
互
助
共
励
事
業
財
政
の
見
直
し

　

①
退
任
慰
労
金

　

�‌　
「
在
任
３
年
超
え
る
９
年
未
満
」
へ
の
給
付

を
廃
止
し
、「
在
任
15
年
以
上
」
へ
の
給
付
を

２
０
０
０
円
減
額
す
る
こ
と
で
、
一
律
「
在
任

９
年
以
上
」
へ
の
５
０
０
０
円
の
給
付
と
す
る
。

（
令
和
10
年
一
斉
改
選
に
伴
う
11
月
30
日
退
任

者
よ
り
適
用
）

　

②
傷
害
見
舞
金
（
公
務
傷
害
・
公
務
疾
病
）

　

�‌　

現
行
の
下
限
給
付
額
３
万
円
を
２
万
円
～
１

万
５
０
０
０
円
に
変
更
す
る
。（
令
和
７
年
４

月
１
日
よ
り
適
用
）

3.
民
生
委
員・児
童
委
員
活
動
保
険
へ
の
協
力

⑴
保
険
料
の
一
部
負
担

　

�‌　

保
険
料
の
２
分
の
１
相
当
額
（
約
８
８
６
８

万
円
）
を
負
担
（
他
は
国
庫
補
助
）。

⑵
「
事
故
防
止
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
」
の
開
催

　

�‌　

令
和
６
年
度
は
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
申
請
な
し
。

令
和
６
年
度
　
全
国
民
生
委
員

　
互
助
共
励
事
業
実
績

お
よ
び
決
算
報
告

　

６
月
２
日
に
開
催
し
た
「
令
和
７
年
度　

第
１
回
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業
運
営

委
員
会
」
で
承
認
さ
れ
た
令
和
６
年
度
事
業

報
告
お
よ
び
決
算
を
報
告
し
ま
す
。

令和６年度全国民生委員互助共励事業決算概要
収
入
の
部

決　算　額
⑴会費収入 441,066,000円
⑵国庫補助金収入 10,848,000円

合計額（A） 451,914,000円

支
出
の
部

決　算　額
⑴人件費支出・事務費 11,308,630円
⑵事業費支出 34,293,104円
⑶助成金支出 102,026,800円
⑷給付金支出 118,665,000円
⑸負担金支出 1,290,200円
⑹サービス区分間繰入金支出 122,347,287円
⑺民生委員退任慰労金積立支出 60,000,000円

支出計（B） 449,931,021円
⑻前期末繰越金（C） 469,641,767円
⑼当期末繰越金（A－ B＋ C） 471,624,746円
当期末　運営資金積立預金 54,079,407円
当期末　退任慰労積立預金 630,088,472円

注）  退任慰労積立金については、全国の委員が一斉に退任した場合に備える引当金としての
性格に照らし、毎年度積立を行ない、８億円余りはつねに維持すべきものとしている。

令和６年度の給付状況
種　類 件数 金　額（円）

公務死亡弔慰金 3 550,000

公務傷害見舞金 289 9,950,000

公務疾病見舞金 4 200,000

公務給付金小計 296 10,700,000

一般死亡弔慰金 651 19,530,000

一般配偶者死亡弔慰金 1,187 11,870,000

一般傷病見舞金 3,553 34,678,000

一般災害見舞金 483 32,050,000

一般退任慰労金 2,381 9,837,000

一般給付金小計 8,255 107,965,000

給付金支出計 8,551 118,665,000
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令
和
７
年
５
月
22
日
、
全
民
児
連
を
含
む
20
の

構
成
団
体
か
ら
な
る
全
社
協
・
政
策
委
員
会
（
平

田
直
之
委
員
長
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
等
に
対
し
、

令
和
８
（
２
０
２
６
）
年
度
の
社
会
福
祉
制
度
・

予
算
・
税
制
等
に
関
す
る
要
望
活
動
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

要
望
で
は
、「
２
０
４
０
年
」
を
見
据
え
、
国

民
の
生
活
課
題
、
福
祉
ニ
ー
ズ
が
複
雑
化
・
複
合

化
し
て
い
る
な
か
、
福
祉
人
材
の
不
足
は
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
基
盤
を
揺
る
が
す
危
機
的
状
況
に
あ
り
、

人
材
確
保
対
策
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た

社
会
福
祉
法
の
改
正
、「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」

を
追
加
す
る
な
ど
の
災
害
対
策
の
強
化
の
た
め
の

法
改
正
の
動
き
を
見
据
え
、
し
か
る
べ
き
財
源
に

裏
打
ち
さ
れ
た
全
世
代
型
社
会
保
障
の
構
築
に
向

け
た
制
度
・
施
策
の
拡
充
、
災
害
福
祉
支
援
の
拡

充
を
図
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

【
重
点
要
望
】　

制
度
・
予
算
要
望
事
項

１
．�‌

災
害
法
制
改
正
に
伴
う
災
害
福
祉
支
援
の
体

制
強
化
お
よ
び
財
政
支
援
の
拡
充

２
．�‌

福
祉
人
材
の
確
保
・
定
着
の
た
め
の
処
遇
改

善
と
施
策
の
拡
充

３
．�‌

物
価
上
昇
等
に
対
す
る
確
実
か
つ
継
続
的
な

財
政
支
援
の
実
施

４
．�‌

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
相
談
支

援
・
地
域
づ
く
り
等
の
関
連
施
策
の
拡
充

　

⑴�‌

人
口
減
少
等
に
対
応
す
る
各
種
福
祉
サ
ー
ビ

ス
提
供
体
制
の
確
保

　
⑵�‌

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
環
境
整
備
、

な
り
て
確
保
の
た
め
の
国
お
よ
び
自
治
体
の

取
組
強
化

５
．�‌
超
高
齢
社
会
に
対
応
す
る
施
策
の
拡
充

税
制
要
望
事
項 

１
．�‌

社
会
福
祉
法
人
の
法
人
税
非
課
税
等
の
堅
持

２
．�‌

社
会
福
祉
法
人
の
軽
減
税
率
、
み
な
し
寄
付

金
制
度
の
堅
持

【
民
生
委
員
に
関
す
る
重
点
要
望
事
項
の
詳
細
】

　

○�‌

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
な
り
て
確
保
に
向

け
、
活
動
の
負
担
軽
減
や
環
境
整
備
等
に
つ

い
て
、
制
度
を
所
管
す
る
厚
生
労
働
省
お
よ

び
こ
ど
も
家
庭
庁
に
て
十
分
に
議
論
し
、
令

和
７
年
12
月
の
一
斉
改
選
も
ふ
ま
え
た
具
体

化
を
要
望
し
ま
す
。

　

○�‌

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
令
和
５
年
度
実

績
で
１
人
当
た
り
の
訪
問
活
動
は
平
均
で
年

間
１
４
５・３
件
に
お
よ
び
、
直
接
訪
問
の
み

な
ら
ず
電
話
に
よ
る
連
絡
調
整
、
資
料
作
成

な
ど
、
個
人
負
担
と
な
る
経
費
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
近
年
の
物
価
上
昇
に
よ

り
、
ガ
ソ
リ
ン
代
・
交
通
費
等
の
負
担
は
増

加
し
て
お
り
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動

費
の
増
額
が
必
要
で
す
。
加
え
て
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
安
心
し
て
活
動
で
き
る
よ

う
、
長
ら
く
要
望
し
て
い
る
活
動
保
険
の
保

険
料
の
全
額
公
費
化
（
現
在
は
国
が
１
／
２

負
担
）
の
早
期
実
現
を
要
望
し
ま
す
。

　

〇�‌

高
齢
者
世
帯
の
急
増
や
住
民
の
地
域
生
活
課

題
の
多
様
化
の
な
か
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
役
割
の
多
様
化
や
期
待
の
高
ま
り
に
伴

い
、
委
員
一
人
ひ
と
り
の
力
量
の
向
上
も
不

可
欠
で
す
。
研
修
機
会
の
充
実
、
弁
護
士
等

の
専
門
家
と
の
連
携
が
で
き
る
相
談
支
援
体

制
の
構
築
、
地
区
民
児
協
の
基
盤
強
化
の
た

め
の
事
務
局
体
制
の
充
実
な
ど
、
国
に
お
け

る
財
政
支
援
と
と
も
に
、
自
治
体
の
主
体
的

な
対
応
に
向
け
た
働
き
か
け
の
強
化
を
要
望

し
ま
す
。

令
和
８
年
度

令
和
８
年
度

社
会
福
祉
制
度
・
予
算
・
税
制
等
に

社
会
福
祉
制
度
・
予
算
・
税
制
等
に

  

関
す
る
要
望
の
提
出

関
す
る
要
望
の
提
出
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令
和
７
年
３
月
28
日
、
総
務
省
行
政
評
価
局
は
、

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
よ
る
証
明
事
務
に
関

す
る
調
査
結
果
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

　

調
査
は
、
求
め
ら
れ
る
証
明
の
内
容
や
面
識
の

有
無
に
よ
っ
て
は
民
生
委
員
お
よ
び
住
民
の
双
方

に
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
を
受
け
て
、
①

国
の
法
令
・
通
知
等
に
基
づ
く
証
明
事
務
で
11
の

手
続
き
、
②
地
方
公
共
団
体
独
自
の
規
定
等
に
基

づ
く
証
明
事
務
で
９
の
手
続
き
に
対
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
８
つ
の
手
続
き
に
お
い
て

「
他
の
公
的
書
類
等
で
事
実
確
認
が
可
能
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
生
委
員
に
よ
り
証
明
が
行

わ
れ
て
い
た
事
例
」「
公
的
書
類
等
で
は
事
実
確

認
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
民
生
委
員
に
よ
る
証

明
を
求
め
る
と
す
る
運
用
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い

事
例
」
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
②
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
の
手
続
き
に
お
い
て
「
民
生
委
員
に

よ
る
証
明
を
求
め
な
い
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

主
な
代
替
の
確
認
方
法
」
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
務
省
は
同
日
、
行
政
手
続
を
所
管
す
る
こ
ど

も
家
庭
庁
、
法
務
省
お
よ
び
厚
生
労
働
省
に
対
し

て
、
証
明
事
務
の
廃
止
や
運
用
の
見
直
し
な
ど
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請
し
ま
し
た
。

　

要
請
を
受
け
て
、
３
月
31
日
に
こ
ど
も
家
庭
庁

と
厚
生
労
働
省
は
、
事
務
連
絡
「
児
童
扶
養
手
当

及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
確
認
に
係

る
証
明
事
務
等
に
つ
い
て
」
を
発
出
し
ま
し
た
。

　

事
務
連
絡
で
は
、
民
生
委
員
に
代
わ
っ
て
自
治

体
職
員
が
証
明
を
行
う
場
合
の
具
体
的
な
実
施
方

法
等
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
訪
問
調
査
に
よ
ら
ず
、

窓
口
で
の
聞
き
取
り
や
他
部
署
へ
の
照
会
等
に

よ
っ
て
事
実
確
認
を
行
い
証
明
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
し
ま
し
た
。

　

同
事
務
連
絡
で
は
、
他
の
市
町
村
に
民
生
委
員

等
の
証
明
を
依
頼
す
る
場
合
に
は
、
依
頼
先
の
市

町
村
に
お
い
て
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
よ
る
証

明
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
受

給
資
格
者
に
対
し
て
円
滑
に
適
切
な
証
明
方
法
を

案
内
で
き
る
よ
う
事
前
に
市
町
村
間
で
連
携
・
調

整
を
行
う
こ
と
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
４
月
23
日
に
こ
ど
も
家
庭
庁
と
厚
生
労

働
省
は
、
事
務
連
絡
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

よ
る
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
定
め
る
規
定
等 

に
基
づ
く
証
明
事
務
の
負
担
軽
減
に
向
け
た
事
務

の
見
直
し
に
つ
い
て
」
を
発
出
し
ま
し
た
。

　

事
務
連
絡
で
は
、
報
告
書
内
の
見
直
し
事
例
を

参
考
に
、
各
地
方
公
共
団
体
独
自
の
規
定
等
に
基

づ
く
証
明
事
務
を
所
管
す
る
関
係
部
局
・
機
関
と

連
携
し
て
、
民
生
委
員
に
よ
る
証
明
事
務
の
廃
止

や
運
用
の
見
直
し
の
積
極
的
な
検
討
を
す
る
よ
う

呼
び
か
け
ま
し
た
。

総
務
省

総
務
省「「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に  

よ
る
証
明
事
務
に
関
す
る
調
査

よ
る
証
明
事
務
に
関
す
る
調
査
」」のの

  
結
果
公
表
と
そ
の
後
の
対
応

結
果
公
表
と
そ
の
後
の
対
応

①国の法令・通知等に基づく証明事務
　（報告のあった８手続き）

No. 行政手続名（所轄庁）
１ 休眠抵当権抹消登記申請（法務省（民事
局））

２ 労働災害に係る遺族（補償）等給付の請
求（厚生労働省（労働基準局））

３ 長期家族介護者の遺族による援護金支給
請求（厚生労働省（労働基準局））

４ 特定石綿被害建設業務労働者等の遺族に
よる給付金等請求（厚生労働省（労働基
準局））

５ 雇用保険の受給者が死亡した場合の遺族
による未支給失業等給付請求（厚生労働
省（職業安定局））

６ 児童扶養手当受給申請（こども家庭庁（支
援局））

７ 特別児童扶養手当受給申請（厚生労働省
（社会・援護局））

８ 生活保護受給申請（厚生労働省（社会・
援護局））

②  地方公共団体独自の規定等に基づく
証明事務

No. 行政手続名（所轄庁）
１ り災証明書申請
２ ひとり親家庭等医療費助成申請
３ 保育所入所（教育・保育給付認定）申請
４ 自動車税・軽自動車税減免申請
５ 高等学校等授業料減免申請
６ 就学手続（就学校の変更・区域外就学申
請を含む）

７ 就学援助（学用品費・医療費・学校給食
費等）申請

８ 特別支援教育就学奨励費受給申請
９ 公営住宅家賃減免申請



・ 本誌のタイトル「View（ビュー）」には、民生
委員・児童委員活動の「視野」「視点」「展望」
といった意味が込められています。
・ 民生委員・児童委員活動のための、営利を目的
としない本誌のコピー等は自由です。定例会で
の研修等に積極的にご活用ください。

単位民児協会長のための情報誌 View No.236
▶　 発行所：  全国民生委員児童委員連合会 

〒 100‒8980　東京都千代田区霞が関 3‒3‒2 
全国社会福祉協議会民生部内 
TEL．03‒3581‒6747

▶　 編集人：平井　庸元
▶　 発行日：令和７年７月 16日

ホームページのご案内
全国民生委員児童委員連合会のホームページ

全民児連 　で検索
全国民生委員互助共励事業のホームページ

互助共励 　で検索

全民児連の動き
民生委員・児童委員活動保険について

令和６年度の事故受付の状況

　「民生委員・児童委員活動保険」は、平成 26（2014）年度の創設から 11年が経過しま
した。活動中の事故受付件数はコロナ禍の令和２～３年を除き概ね500件前後で推移し
ていますが、令和６年度は 461 件の事故受付件数となっています（令和５年度 545 件）。
　令和６年度の内訳は、委員本人の負傷事故446件、対物賠償９件、その他１件、対象
外５件です。負傷の種類は、転倒などによる骨折が 191 件と最も多く、打撲、捻挫と
続いています。
　今後も、災害時などは、まず
ご自身と家族の身を守ること
を第一に考え、訪問先、移動
時の事故に十分注意いただく
など、一人ひとりが安全で無
理のない活動を心がけ、事故
を減らすことが大切です。『事
故防止のためのヒント集』（令
和６年１月）などをご活用い
ただき、引き続き事故防止の
注意喚起をお願いします。

骨折191件, 43%

打撲109件, 24%

捻挫41件, 
9%

創傷25件, 6%

火傷3件, 1%
犬咬創18件, 4%

その他（脱臼等）
59件, 13%

令和６年度事故受付件数における委員本人の負傷区分の
内訳（対象外５件を除く）

　『View』No.235（令和７年３月 14 日発行）P.８、18 ～ 19 に訂正等がありました。

P.８　母子家庭奨学金の開始年について
正 昭和 49 年 誤 昭和 47 年

P.18 ～ 19　令和６年秋の勲章・褒章受章者のご紹介
＜追加＞
阿部　登資郎さん（宮城県） 社会福祉功労以外 瑞宝単光章
竹中　ちずゑさん（岐阜県） 社会福祉功労以外 瑞宝単光章
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